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（公印省略） 

 

第 78 回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会（やまがた雪未来国スポ）における 

予選会免除に関する関係ルールの扱い及び解釈について 

 

 平素より本連盟の選手強化にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。 

 標記の件について、次の通り説明いたします。この時点での通知となり、皆さまに混乱を

招き誠に申し訳ございません。やまがた雪未来国スポに係る重要な内容につき、関係各位へ

の展開をお願い致します。 

 なお、今後、早急に問題点を改善して参りますので、本書の内容は、今回のやまがた雪未

来国スポに限ったものであることをご承知おきください。 

 

 現在、予選会免除に関するルールが記載された文書は、４件ございます。（添付） 

  ・『トップアスリートの国民スポーツ大会参加資格の特例措置』（JSPO） 

  ・『国民スポーツ大会予選会免除に関する要領』（JSPO） 

  ・『国民スポーツ大会スキー競技会参加資格等細則』（SAJ） 

  ・『第 78 回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 実施要項』（山形） 

 本来、この４件の記載内容と JSPO が承認した免除大会に関して、『国民スポーツ大会ス

キー競技会参加資格等細則』（SAJ）に記載される「日本代表選手」の解釈に整合が取れてお

らず、解釈がわかれる状況になっております。 

つきましては、同大会に限り、以下の扱い及び解釈とさせていただきます。 

 

  １．『トップアスリートの国民スポーツ大会参加資格の特例措置』と『国民スポーツ大

会予選会免除に関する要領』の記載内容を優先していただく。 

    ※本内容は、全ての国スポに共通する内容であることから、SAJ の細則及び同大会

実施要項より優先すべきと判断いたしました。 

 

  ２．『トップアスリートの国民スポーツ大会参加資格の特例措置』と『国民スポーツ大

会予選会免除に関する要領』はそれぞれ独立してルールが成立しているため、どち

らかに該当する選手であれば予選会免除となる。 



    ※JSPO の制定意図を確認済み。 

 

  ３．『国民スポーツ大会予選会免除に関する要領』に基づき JSPO から承認を受けた免

除大会出場者であれば、全ての選手が対象となる。この場合、必要書類と当該大会

のリザルトを都道府県体育・スポーツ協会に提出してください。 

    ※上記１を受け、SAJ 強化指定選手及び日本代表選手でなくとも対象となる。（SAJ

派遣ではなく、個人的に当該大会に出場した場合も対象となる） 

 

 

  ４．『国民スポーツ大会予選会免除に関する要領』に基づき JSPO から承認を受けた免

除大会の日程と都道府県予選の日程が一致していなくても、免除大会出場のため

に海外渡航している期間に都道府県予選が開催される場合、免除大会による予選

会免除の対象とする。 

以上 

 

 

 

 



トップアスリートの国民スポーツ大会参加資格の特例措置

我が国の競技力向上を支援する観点より、 一定の競技力を有する選手に対して、「トップアス

リートの国民スポーツ大会参加資格の特例措置（以下「本特例」という。）」を下記のとおり定め

る。（国民スポーツ大会開催基準要項細則第３項）

１． 特例の対象となる選手

　　

本特例の対象となる選手は、 下記の条件のいずれかを満たす者とする。

　

１） 大会開催の直近に開催されたオリンピック競技大会（冬季競技はオリンピック冬季競技

　　　

大会） に参加した者。

　

２） 大会開催年の４月 ３０日 （冬季大会は前年１０月３１日） 時点で、 下記のいずれかに該当

　　　

し、 各中央競技団体が本特例の対象として認めた者。

　　　　

（１） ＪＯＣオリンピック強化指定選手

　　　　

（２） 各競技 （種目） における国内ランキング上位１０位以内の者

　　　　

（３） 中央競技団体が定めた強化指定選手

　　　　　

※

　

強化指定ランクについては、各競技における全日本選手権大会入賞レベル以上

　　　　　　

のカテゴリ←を対象とする。

２． 特例の内容

　

１） 予選会の免除

　　　　

本特例の対象となる選手については、都道府県予選会及びブロック大会を経ずに国民

　　　

スポーツ大会本大会に参加することができるものとする。ただし、ブロック大会実施競

　　　

技種目・種別においては、 当該都道府県代表選手又はチームがブロック大会に参加し、

　　　

本大会参加枠を獲得している場合とする。

２） 資格要件（日数要件の緩和）

　　

本特例の対象となる選手が所属都道府県として「居住地を示す現住所」又は「勤務地」

　

を選択する場合は、 日数に関する要件を定めないこととし、 以下のとおりとする。

　　

（１） 居住地を示す現住所

　　　　

次の要件をいずれも満たすものとする。

　　　　

① 当該大会開催年の４月３０日以前 （冬季大会はこの前年同日） から大会終了時ま

　　　　　

で引き続き、 住民票記載の住所に存する都道府県において生活している実態

　　　　　

があり、 当該都道府県以外 （海外を含む） において生活している実態がない

　　　　

こ と。

　　　　　

なお、 生活の実態については、 下記要件により判断する。

　　　　　　

１．

　

自ら所有する住居、 又は自らの名義で住居を賃借していること

　　　　　　

２．

　

当該住居に生計を一にする家族と共に住んでいること

　　　　　　

３．

　

当該住居の水道光熱費など費用を自ら負担していること

　　　　　　

４．

　

当該住居に主要な家財道具が存すること

　　　　

② 合宿、 試合等により当該都道府県外で活動を行う場合、 当該都道府県を移動

　　　　　

の起 点と している こと。

５９



（２） 勤務地

　

次の要件をいずれも満たすものとする。

　

① 当該大会開催年の４月３０日以前 （冬季大会はこの前年同日） から大会終了時ま

　　　

で引き続き、 雇用主と雇用契約を締結した上で、 当該都道府県内に存する雇

　　　

用主の会社や事業所等に現実に通勤し、 勤務していること。

　

② 当該都道府県内で、 競技普及活動等の事業に参加すること。

３． 国内移動選手の制限

　　

本特例の対象となる選手の国内移動選手の制限については、国民スポーツ大会開催基準要

　

項細則第３項‐（１）‐１）‐③の通りとする。

４． 特例の適用に係る手続き

　

１） 正式競技実施中央競技団体は、 当該大会開催年の４月３０日 （冬季大会は前年１０月３１

　　　

日） 現在における 「１． 特例の対象となる選手」 の氏名等を別に定める様式により、 公

　　　

益財団法人日本スポーツ協会宛に提出する。

　

２） 公益財団法人日本スポーツ協会は、「国民スポーツ大会参加申込システム」 内にて、 特

　　　

例対象選手一覧を公表する。

　

３） 参加都道府県体育・スポーツ協会は本特例活用者を別に定める様式により、当該大会実

　　　

施要項で定めた参加申込み締切り期日までに、公益財団法人日本スポーツ協会宛に提出

　　　

する。

５． その他

　　

本特例に定めのない事項については、必要に応じ国民スポーツ大会委員会において協議す

　

るものとする。

附則

　

本特例は、 平成２３年１２月１５日に制定し、 第６７回本大会より施行する。
本特例は、 平成２６年５月１５日に改定し、 第６９回本大会より施行する。
本特例は、 平成２９年６月１６日に改定し、 第７３回より施行する。
本特例は、 平成３０年４月１ 田こ改定し、 同日より施行する。

本特例は、 令和５年４月１日に改定し、 同日より施行する。
本特例は、 令和６年１月１日に改定し、 同日より施行する。

６０



国民スポーツ大会予選会免除に関する要領

〈趣旨〉

　　

我が国のスポーツレベルの向上と国際化に伴い、 国内・国際大会が過密化し、 各競技団体の主

　　

要大会と国体の開催時期が重なることが多くなり、 トップアスリートが国民スポ」ツ大会に参加

　　

しにくい状況となっている。

　　

そこで、 日本を代表するトップアスリートの参加を促進し、 大会の一層の充実と活性化を図る

　　

ため、 各都道府県の代表選手選考において以下に定める要領により、 予選会を免除することがで

　　

きることとする。（国民スポーツ大会開催基準要項細則第３項）

１，

　　　　

，、、

　

立立免除対象競技

　

国民スポーツ大会実施正式競技

２．

　

免除対象者

　　　　　

次の競技大会に参加する者は、 都道府県代表選考のための予選会の出場を免除することが

　　　　

で き る。

　　　　　

ア オリンピック競技大会

　　　　　

イ アジア競技大会

　　　　　

ウ ユニバーシアー ド競技大会

　　　　　

エ

　

競技団体が指定する世界選手権大会等の国際競技大会

３．

　

免除対象大会及び免除対象者の決定

　　

（１）

　

免除対象大会の決定及び都道府県への通知

　　　　

①

　

国民スポーツ大会は大会開催前年の１０月、冬季大会は大会開催前年の７月に、日本ス

　　　　　　

ポーツ協会より競技団体に対し免除対象大会の希望調査を行い、 国民スポーツ大会委

　　　　　　

員会にて審議・決定 し、 関係機関・団体へ通知する。

　　　　

②

　

国民スポーツ大会委員会にて決定した免除対象大会に参加する代表選手については、

　　　　　　

中央競技団体より傘下の都道府県競技団体に対し通知する。

　　　　

③

　

中央競技団体からの通知を受け、 都道府県競技団体は都道府県体育・スポーツ協会に

　　　　　　

報告 す る。

　　

（２） 免除対象者の決定

　　　　　

各都道府県における具体的な免除対象者は、 中央競技団体からの通知の後、 当該都道府県

　　　　

競技団体等において協議し、 決定する。

４，

　　　　

小

　

旅４．

　

免除内容

　　　　　

免除対象者については、 都道府県予選会及びブロック大会を経ずに国民スポーツ大会本大

　　　　　

会に参加することができる。ただし、ブロック大会実施競技種目・種別においては、当該都

　　　　

道府県代表選手又はチームがブロック大会に参加し、 本大会参加枠を獲得している場合と

　　　　

す る。

５．

　

都道府県代表選考方法の周知について

　　　　　

各競技種目・種別の都道府県代表選手の選考にあたっては、免除対象者の取扱いを含め事前

　　　　　

に当該都道府県競技団体等で協議の上、 周知徹底を図ることとする。

６．

　　

、

　　

．
貴適用時期

　

第６２回国民体育大会より施行

７・ その他

　

本要領の改廃は、 国民スポーツ大会委員会の決議を経て行う。

５７



移付貝１」
本要領は、 平成３０年４月１日むこ改定し、 同日より施行する。
本要領は、 令和５年４月１日に改定し、 同日より施行する。
本要領は、 令和６年１月１日に改定し、 同日より施行する。

５８



３４４

国民スポーツ大会スキー競技会参加資格等細則

１． こ の細 則 は、 公益 財 団 法人日 本ス ポーツ 協会 が 定める 「国 民ス ポー ツ大会

　

開催 基 準要項」 およ び 「国 民ス ポー ツ大会開 催基 準要項細 則」 に 基づき、 国

　

民スポーツ大会冬季大会スキ」競技会に参加する選手に関する事項につい

　

て 疋｛ め る。

２． 国 民ス ポーツ大会 へ参 加 する 選 手 は、 都道 府県 大会に参加 し、 こ れを通過

　

した者 で、 当該 都道府 県 か らエ ン トリ ー された者 でな けれ ばな らな い。 こ の

　

場 合 に お い て 「参 加 し」 と は、 エ ン トリ ー を 行 い、 ス タ ー ト し た こ と を も っ

　

て 参加 とみ なす。

　

ジ ャ ン プ 種 目、 ノ ル デ ィ ッ ク コ ン パ イ ン ド 種 日 （ジ ャ ン プ） に お い て は、

　

オ フ ィ シ ャ ル ト レー ニ ン グ （公 式 練 習）、 ＰＣＲ（予 備 ラ ウ ン ド）、 ト ラ イ ア ル ラ

　

ウ ン ド （試技） で転倒 な どによる負 傷のた めファ ←ス トラ ウ ン ド （試合） で
ス タ ー トでき な かっ た 場 合、 記 録 上 は、 「ス タ 」 ト し て い な い」 と し て 処 理
さ れる が、 都道府 県大 会に 「参加 した」 ものと 認 める。 た だ し、 国 民ス ポー
ツ 大会 にエ ン トリ ー する 場合 は、 推薦 書と 医師 の 診 断書を 添 付 しな けれ ばな
ら な い。

３． 国 民ス ポーツ大会 のエ ン トリ 」 に は、 各都道 府 県 大会 のリ ザル ト１部 を参
加 申 込 書 に添付 して組 織委 員 会 へ提 出 しなけれ ばな らない。

４． 下記 の 条項 に掲 げる 場合 は、 特 例 と して 国 民ス ポー ツ大 会 参加 を認 める。
都 道 府 県 大 会が や む を得 ない事情 により 実施 でき な かっ た場 合、 当 該団 体は、
そ の 事 情 を 全日 本 ス キ」 連 盟 お よ び 日 本ス ポ ー ツ 協 会 に 届 け 出 な けれ ば な
らない。 届 け出によ り、 都道府 県 大会 の所 定の期 日ま でにエ ン トリ ー して い
る者 は、 都 道府 県大会 に参加 した者 と 同等 の扱 い と する。
①

　

雪不 足、 地震等 天 災 によ る中止 の場合、 都道府 県大会 のエ ン トリーリ ス

　

トを組 織委員会 に提 出 しな けれ ばな らない。 エ ン トリ ー リ ス トに は、 中止

　

となっ た 大会名 ・会期 ・開催 地お よ び提 出 するリ ス トが 原 本に相 違 な いこ

　

との 記載 がな けれ ばな らない。
②

　

参加 者 が極少 数 により 中止 ま た は実施 でき な い場合 は、 他の 大会 を都 道

　

府 県 大会 の代 替大会 と するこ とが でき る。 こ れ を適用 す る に は、 予 め都 道

　

府県大会の開催要項に、 都道府県大会の代替大会として指定する大会名を

　

明 記 し、 周 知 して い な けれ ばな ら ない。 代 替大会 の成績 に より 選 手を選考

　

し、 国 民ス ポー ツ 大 会 にエ ン トリ 」 する には、 参加 申 込書 に代替大会 が記

　

載 さ れた都 道府 県大会 の開 催 要項と、 代 替 大会のリ ザ ル トを 添付 し、 組織

　

委員 会 に提 出 しな けれ ばな らな い。

５． 都 道 府 県 大会の会期 中 に、 日本代 表選 手の ため、 都 道府 県 大 会に参加 でき
な い者 は、都 道府 県のエ ン トリ ー により、本 大会 へ の参加 を認 める。た だ し、
当 該選 手 は都道 府県 大 会 にエ ン トリ 」 して い な けれ ばな らな い。
①

　　

日 本 代表 選手 と は、 全日 本ス キー連盟 が指 定 した 選 手 であり、 全 日本 ス

　

キー連盟競技本部長名で送付した 「海外遠征等通知および派遣要項」 に記

　

載さ れ た選 手をい う。
②

　

都道府県大会が免除される期間は、「海外遠征等通知および派遣要項」

１１



３４４

の派遣期間と前後３

　

日間ま でを対 象と する。

６． この細則 に違反ま た は手 続き を怠っ た 選 手 は 失 格とする。

７．

　

こ の‘：

　

－

　

の

　　

…

　

ま

　　

馳 －－支

　　　　

△ の 藷割

　　

ここの細則 の改廃 は、 競 技 本部 理事会の議 決 に よる。

附則
※工ＣＲ２ １ ５． ２ は特例 によ り 適用 しない。
※全日本スキ←連盟が送付した 「海外遠征等通知および派遣要項」 等が公式文

書となる。
※ 公 式文 書の 添付の無 い者 は、 該当 者と して 認め な い。

平 成２７年１２月１５日

　　

改 正

平 成３０年１２月１３日

　　

改 正

令 和

　

５年 ９月２９日

　　

改 正



⑨霞製－ 大会冬季大会

ス キ ー 競 技会
実

　

施

　

要

　

項

ぬ農繁姿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー

　　

ー

一瞬の夷扇だ零す畔ぇょ君の謬皿；

やまがた雪未来国スポ

公益財団法人日本スポーツ協会
文

　　　

部

　　　

科

　　　

学

　　　

省

公益財団法人全日本スキー連盟
山形県・山形市・上山市・最上町



別記３

　

【トップアスリートの国民スポーツ大会参加資格の特例措置】
我が国の競技力向上を支援する観点より、 一定の競技力を有する選手に対して、「トップアスリ

ートの国民スポーツ大会参加資格の特例措置 （以下 「本特例」 という。）」 を下記のとおり定める。
１

　

特例の対象となる選手

　

本特例の対象となる選手は、日本スポーツ協会の定める規定に基づき、２０２３年１０月３１日現在
の全日本スキー連盟強化指定選手とする。

　

［注］

　

強化指定対象ランクについては、 ジュニア強化指定選手は対象としない。 ただし、 全

　　　　

年齢域のカテゴリ←に少年種別年齢域の選手が入っている場合は対象とする。
２

　

特例の内容

　

（１） 予選会の免除

　　　

本特例の対象となる選手が日本代表選手としての活動のため都道府県予選に参加できない

　　

場合は、 都道府県予選会を経ずに国民スポレツ大会に参加できるものとする。

　　　

なお、予選会の免除措置を受けるためには、全日本スキー連盟が定める「国民スポーツ大会

　　

スキー競技会参加資格等細則」 第５項に基づき、 都道府県予選会にエントリーしなければな

　　

ら な い。

　

（２） 資格要件（日数要件の緩和）

　　　

本特例の対象となる選手が所属都道府県として 「居住地を示す現住所」 又は 「勤務地」 を

　　

選択する場合は、 日数に関する要件を定めないこととし、 以下のとおりとする。

　　

ア

　

居住地を示す現住所

　　　　

次の要件をいずれも満たすものとする。

　　　

（ア） ２０２３年４月 ３０日以前から各競技会終了時 （２０２４年２月２４日） まで引き続き、

　　　　　

住民票記載の住所に存する都道府県において生活している実態があり当該都道府県

　　　　　

以外 （海外を含む） において生活している実態がないこと。

　　　　　　

なお、 生活実態については、 下記要件により判断する。

　　　　　

ａ

　　

自ら所有する住居、 又は自らの名義で住居を貸借していること

　　　　　

ｂ

　

当該住居に生計を一にする家族と共に住んでいること

　　　　　

ｃ

　　

当該住居の水道光熱費など費用を自ら負担していること

　　　　　

ｄ

　

当該住居に必要な家財道具が存すること

　　　

（イ） 合宿、試合等により当該都道府県外で活動を行う場合、当該都道府県を移動の起点

　　　　　

と して い る こ と。

　　

イ

　

勤務地

　　　

次の要件をいずれも満たすものとする。

　　　

（ア） ２０２３年４月 ３０日以前から各競技会終了時 （２０２４年２月２４日） まで引き続き、

　　　　　

雇用主と雇用契約を締結した上で、当該都道府県内に存する雇用主の会社や事業所等

　　　　　

に現実に通勤 し、 勤務 していること。

　　　

（イ） 当該都道府県内で、 競技普及活動等の事業に参加すること。

３ 国内移動選手の制限

　

本特例の対象となる選手の国内移動選手の制限については、国民スポーツ大会開催基準要項細
則第３項－（１）－１）－③ （国内移動選手の制限） の通りとする。

‐ ９

　

－


